
報告第２３号                 平成１５年９月２５日承認  
 

都市計画部会港湾海上アクセス・海岸分科会の事務事業調整方針につい

て  
 
 都市計画部会港湾海上アクセス・海岸分科会の事務事業調整方針について別

冊のとおり本協議会に報告し、その承認を求める。  
  平成１５年９月２５日提出  
 

                 津地区合併協議会  
                     会長 近 藤 康 雄  



報告第２３号

協 議 会 報 告 項 目

都 市 計 画 部 会
港湾海上アクセス・海岸分科会　１０-４

津 地 区 合 併 協 議 会



１回 ２回 ３回

10 - 4 - 1 6/5 6/19

10 - 4 - 2 6/5 6/19

10 - 4 - 3 6/5 6/19

10 - 4 - 4 6/5 6/19

10 - 4 - 5 6/5 6/19

10 - 4 - 6 6/5 6/19

10 - 4 - 7 6/5 6/19

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考

漂流物に関すること

津市伊勢湾ヘリポートの管理及び運営

各種協議会事務

贄崎地区港湾整備事業

中部国際空港への海上アクセス

ふるさと海岸整備事業

海岸清掃
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2
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 港湾海上アクセス・海岸分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 都市計画部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
贄崎地区港湾整備
事業

　津松阪港贄崎地区旅客船ター
ミナルの整備（中部国際空港海
上アクセスターミナル）
整備期間：平成14年度～16年度
整備内容： 防波堤等　約５００ｍ
泊地(-3ｍ)約２．３ｈａ　ふ頭用地
約０．２ｈａ
港湾関連用地　約１．７ｈａ
浮桟橋 １基
旅客船ターミナル      １棟
臨港道路　約５００ｍ
上記事業の実施にあたっては、
防波堤等の港湾施設の整備を
三重県を事業主体とする国補事
業及び県単事業によって行い、
本市としては、旅客船ターミナル
や駐車場等の用地造成及びそ
の整備を行う。

- - - - -

中部国際空港への
海上アクセス

　海上アクセスを確立するため
に、港湾整備による拠点整備を
進める一方で、運航事業者に選
定した岡山県の両備運輸㈱とと
もに船舶の確保等を図り、運航
事業を確立する。
【運航計画】
・運航便数：３０便／日
（１５往復を２隻で運航）
・運航間隔：１時間
・運航時間：６：００～２２：００
・所要時間：約４０分
・料金：１，９２０円

- -

　平成１４年度から平成２２年度
にわたり、国土交通省直轄に
よって安濃川から岩田川までの
間約２．２ｋｍの海岸保全施設
（護岸）の改良が実施される。整
備にあたっては地域住民の意見
等が整備計画に反映される。

- -

- - -

- - -ふるさと海岸整備
事業
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

１．現行のまま新市に引き継ぐ。
２．現行のまま新市に引き継ぐ。
３．現行のまま新市に引き継ぐ。

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町

-

- -

- -

-

- -　平成４年度から国土交通省直
轄により、漁港区域を除く香良
洲海岸２．３５㎞の海岸保全施
設（護岸）の改良が施行中であ
る。整備にあたっては高潮・津
波・海岸浸食に対して十分に安
全であり地域住民の主体性と特
性を生かして、自然環境と調和
した美しい景観を考慮した海岸
整備が進められている。

美　杉　村
-

-

-

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 港湾海上アクセス・海岸分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 都市計画部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
海岸清掃 　海岸管理者である三重県から

委託を受け、白塚海岸から御殿
場海岸にわたる約１０ｋｍの海岸
線（砂浜）において、業者委託に
より年間３～４回の清掃を行う。

- 　海岸管理者である三重県から
委託を受け、白塚海岸から千里
地区海岸にわたる約２．１ｋｍの
海岸線（砂浜）において、業者委
託により年間３～４回の清掃を
行う。

- - -

-漂流物に関するこ
と

　海域において漂流物の拾得が
あったとき、関係法令に基づい
て拾得者から拾得物を受けて保
管するとともに、事務処理（拾得
の告示等）を行う。

漂流物（船）の処理実績：
　平成１２年度　１隻
　平成１３年度　２隻
　平成１４年度　０隻

- 　津市に同じ

漂流物（船）の処理実績：
　平成１２年度　０隻
　平成１３年度　０隻
　平成１４年度　０隻

津市伊勢湾ヘリ
ポートの管理及び
運営

　平成５年１０月１４日に本市が
設置・開港した同ヘリポートは、
公共ヘリポートとして公共と民間
合わせて年間９００～１，０００回
程度の着陸回数がある。管理に
ついては、株式会社伊勢湾ヘリ
ポート（代表取締役社長：津市
長）に委託し、着陸料の徴収業
務や日常の施設点検等を実施し
ている。同時に設置者である本
市としては、航空灯火や給油施
設等の定期的な点検業務を業
者委託により実施して施設維持
に努めている。

- - - - -

- -

各種協議会事務 　「津港湾振興協議会」、「津市
伊勢湾ヘリポート事業推進協議
会」、「スカイポート推進協議
会」、「伊勢湾海上交通開発促
進協議会」の事務局として、各協
議会の運営事務を行っている。

- - - - -
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

４．津市の例により調整する。（合併と同時）
５．現行のまま新市に引き継ぐ。
６．現行のまま新市に引き継ぐ。
７．現行のまま新市に引き継ぐ。

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町

　香良洲海岸及びその周辺施設
（堤防敷）を３ヶ所に分け、それ
ぞれ業者委託により、清掃及び
除草を行う。
※海岸清掃に係る県からの委託
は受けておらず、県久居建設部
が直営で実施している。町として
は県単事業負担金として２／１０
を支払っている。

- -

　津市に同じ

漂流物（船）の処理実績：
　平成１２年度　０隻
　平成１３年度　０隻
　平成１４年度　０隻

-

美　杉　村
-

-

-

-

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

- -

- - -

- -
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